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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二酸化炭素を含有する、製鉄所の高炉から排出される高炉ガスを触媒の存在
下でジメチルエーテルと反応させて、ジメチルエーテル及び高炉ガス中の二酸化炭素を一
酸化炭素と水素とに改質し、これにより、改質した高炉ガス中の二酸化炭素を削減または
除去すると同時に、改質した高炉ガス中の一酸化炭素及び水素の含有量を増加させ、その
後、改質した高炉ガスから一酸化炭素及び水素を分離することを特徴とする、二酸化炭素
を含有する混合ガスの改質・分離方法。
【請求項２】
　少なくとも二酸化炭素及び窒素を含有する、製鉄所の高炉から排出される高炉ガスを触
媒の存在下でジメチルエーテルと反応させて、ジメチルエーテル及び高炉ガス中の二酸化
炭素を一酸化炭素と水素とに改質し、これにより、改質した高炉ガス中の二酸化炭素を削
減または除去すると同時に、改質した高炉ガス中の一酸化炭素及び水素の含有量を増加さ
せ、その後、改質した高炉ガスを、一酸化炭素を主成分とするガス、水素を主成分とする
ガス、窒素を主成分とするガスの３種類に分離することを特徴とする、二酸化炭素を含有
する混合ガスの改質・分離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製鉄所の高炉炉頂から排出される高炉ガスなどの二酸化炭素を含有する混合
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ガスの改質・分離方法に関し、詳しくは、二酸化炭素を含有する混合ガス中の二酸化炭素
をジメチルエーテルと反応させて一酸化炭素と水素とに改質し、混合ガス中の二酸化炭素
含有量を削減または除去した上で、この混合ガスから一酸化炭素及び水素を分離・回収す
る方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　銑鋼一貫製鉄所において、鉄鉱石を還元して溶銑を製造する高炉の炉頂から排出される
高炉ガスは、熱風炉燃料ガス、コークス炉燃料ガス及び発電所用燃料ガスとして有効利用
されている。しかしながら高炉ガスは、その組成が、一酸化炭素：２１．１～２６．２体
積％、二酸化炭素：１９．３～２３．２体積％、水素：２．９～５．３体積％、窒素：５
２．５～５９．２体積％であり、可燃性ガス成分が少なく、その発熱量が３０３１～３７
８４ｋＪ（７２３～９０３kcal／Ｎｍ3）と低く（第４版鉄鋼便覧(CD-ROM)Ｎo.１第２巻
製銑・製鋼、2002年7月30日発行、表42-5・7(2000)を参照）、単独で燃料ガスとして使用
すると、燃焼ガス温度が低くて高温用途には適していない。そこで、高炉ガスと同様に製
鉄所の副生ガスであるコークス炉ガスや転炉ガスなどの２０００kcal／Ｎｍ3以上の発熱
量を有する高カロリー副生ガスと混合されて、上記用途に利用されている。
【０００３】
　製鉄所における副生ガスの発生量では、高炉ガスの発生量が他の副生ガスに比べて圧倒
的に多く、その利用のために大量のコークス炉ガスや転炉ガスが増熱用ガスとして消費さ
れている。特に近年、高炉の操業は重油吹き込みから微粉炭吹き込みに転換していること
から、高炉ガスの発生量が増大する傾向にあり、それに伴って増熱用高カロリー副生ガス
の消費量が増加し、従来、製鉄所下工程の鋼材加熱炉で使用していた高カロリーの副生ガ
スの不足が懸念される事態となりつつある。高カロリーの副生ガスの代替としては、ＬＰ
ＧやＬＮＧなどの購入燃料が使用されることになる。
【０００４】
　そこで、高炉ガスを発熱量が高くなるように改質し、単独での利用を可能とする手段が
幾つか提案されている。例えば、特許文献１には、高炉炉頂から排出される高炉ガスから
二酸化炭素を分離除去して、９００kcal／Ｎｍ3以上の発熱量の改質高炉ガスを製造し、
この改質高炉ガスを、高炉ガス、コークス炉ガス、転炉ガス、ＬＰＧガスの何れか１種ま
たは２種以上の一部または全部と代替することが提案されている。
【０００５】
　このようにして改質した高炉ガスを使用することにより、増熱用高カロリー副生ガスの
消費量はそれなりに減少するものの、特許文献１のように、高炉ガスから二酸化炭素のみ
を除去した場合に生成される改質高炉ガスは、およそ７０体積％程度の窒素を含有してお
り、その発熱量は高々１０００kcal／Ｎｍ3程度にしかならない。即ち、他の副生ガスで
あるコークス炉ガスや転炉ガスに較べると発熱量が高いとはいえず、コークス炉ガス、転
炉ガス、ＬＰＧガスのうちの何れか１種の全部と代替することはできない。また、特許文
献１には、分離した二酸化炭素の利用方法については何ら記載されておらず、分離した二
酸化炭素を単に空気中に放散したり、ドライアイスの原料としたりする程度では、二酸化
炭素の分離のための費用を考慮すると、発熱量の増加分が少ないことから、効率的な方法
とはいえない。また、発熱量をより一層高くするために、二酸化炭素を分離した後の高炉
ガスから、一酸化炭素及び水素を分離・回収しようとする場合には、７０体積％程度を占
める窒素の影響によって、一酸化炭素及び水素の効率的な分離・回収が損なわれる。
【０００６】
　ところで、二酸化炭素をジメチルエーテルと反応させ、ジメチルエーテル及び二酸化炭
素を、水素及び一酸化炭素を主成分とする合成ガスに改質することは公知であり、例えば
特許文献２には、ジメチルエーテルに二酸化炭素を加え、製鉄所や発電所などで発生する
２００～５００℃の中低温排熱を利用して触媒反応させ、水素及び一酸化炭素を主成分と
する合成ガスに改質し、得られた合成ガスを燃料として発電することが提案されている。
しかしながら、特許文献２では、使用する二酸化炭素の出所を明示しておらず、この使用
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目的のために二酸化炭素を製造した場合には、ジメチルエーテルの改質コストは高価とな
る。
【特許文献１】特開２００４－３０９０６７号公報
【特許文献２】特開平１１－１０６７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、高炉ガスなどの
二酸化炭素を含有する混合ガスから、発熱量を高めるなどの目的のために、一酸化炭素及
び水素を分離・回収するにあたり、従来、前記混合ガスから分離・除去されていた二酸化
炭素を分離・除去することなく、逆に二酸化炭素を有効活用して、前記混合ガスから高回
収率且つ高効率で一酸化炭素及び水素を分離・回収することができ、その結果、前記混合
ガスの発熱量を従来に比較して大幅に高めることが可能となる、二酸化炭素を含有する混
合ガスの改質・分離方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意研究・検討した。その結果、二酸化炭素
を含有する混合ガスをジメチルエーテルと反応させることにより、混合ガス中の二酸化炭
素を実質的に除去でき、且つ、混合ガス中の一酸化炭素及び水素の含有量を高めることが
でき、その結果、二酸化炭素及び窒素の少ない混合ガスに改質できることを見出した。即
ち、ジメチルエーテルと混合ガスに含有される二酸化炭素とを反応させて、一酸化炭素と
水素とを製造することにより、二酸化炭素を実質的に除去できると同時に、一酸化炭素及
び水素の含有量が上昇し、それに応じて窒素の濃度が低下することを見出した。
【０００９】
　本発明者等は、既にジメチルエーテルと二酸化炭素とを反応させて、一酸化炭素と水素
とを製造するジメチルエーテルの二酸化炭素による改質について、数多くの開発を行って
おり（例えば、特開２００３－１０６８４号公報など）、ジメチルエーテルの二酸化炭素
による改質においては、所定の触媒を用いれば、３００℃以上の反応温度にて、９９％以
上の反応率で一酸化炭素と水素とを製造できることを確認している。
【００１０】
　即ち、製鉄所において、高炉ガスをジメチルエーテルと反応させることにより、高炉ガ
ス中の二酸化炭素を実質的に除去できると同時に、高炉ガス中の一酸化炭素濃度及び水素
濃度を高めることができ、それによって高炉ガス中の窒素濃度が下がり、二酸化炭素を分
離しなくても、改質した高炉ガスから、有用成分である一酸化炭素及び水素を効率的に分
離・回収することが可能となるとの知見が得られた。
【００１１】
　本発明は、上記検討結果に基づいてなされたものであり、第１の発明に係る二酸化炭素
を含有する混合ガスの改質・分離方法は、少なくとも二酸化炭素を含有する混合ガスを触
媒の存在下でジメチルエーテルと反応させて、ジメチルエーテル及び混合ガス中の二酸化
炭素を一酸化炭素と水素とに改質し、これにより、混合ガス中の二酸化炭素を削減または
除去すると同時に、混合ガス中の一酸化炭素及び水素の含有量を増加させ、その後、改質
した混合ガスから一酸化炭素及び水素を分離することを特徴とするものである。
【００１２】
　第２の発明に係る二酸化炭素を含有する混合ガスの改質・分離方法は、少なくとも二酸
化炭素及び窒素を含有する混合ガスを触媒の存在下でジメチルエーテルと反応させて、ジ
メチルエーテル及び混合ガス中の二酸化炭素を一酸化炭素と水素とに改質し、これにより
、混合ガス中の二酸化炭素を削減または除去すると同時に、混合ガス中の一酸化炭素及び
水素の含有量を増加させ、その後、改質した混合ガスを、一酸化炭素を主成分とするガス
、水素を主成分とするガス、窒素を主成分とするガスの３種類に分離することを特徴とす
るものである。
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【００１３】
　第３の発明に係る二酸化炭素を含有する混合ガスの改質・分離方法は、第１または第２
の発明において、前記混合ガスは、製鉄所の高炉から排出される高炉ガスであることを特
徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ジメチルエーテルと、二酸化炭素を含有する混合ガス中の二酸化炭素
とを反応させて、一酸化炭素と水素とに転化するので、改質後の混合ガス中の二酸化炭素
を実質的に除去することができるとともに、改質後の混合ガス中の一酸化炭素濃度及び水
素濃度を高め、且つ、窒素濃度を低下することができるので、混合ガスから二酸化炭素を
分離する工程を実施することなく、改質した混合ガスから、有用成分である一酸化炭素及
び水素を高回収率且つ高効率で分離・回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、二酸化炭素を含有する混合ガスとして製鉄所の高炉から排出される高炉ガスを例
として、本発明を高炉ガスに適用した場合について、具体的に説明する。
【００１６】
　二酸化炭素を含有する混合ガスの１例である高炉ガスには、二酸化炭素（「ＣＯ2」と
も記す）が１９～２４体積％、一酸化炭素（「ＣＯ」とも記す）が２１～２７体積％、水
素（「Ｈ2」とも記す）が２～６体積％含まれており、残りの成分は窒素（「Ｎ2」とも記
す）である。本発明では、この二酸化炭素を原料としてジメチルエーテル（「ＣＨ3ＯＣ
Ｈ3」とも記す）と反応させて、一酸化炭素と水素とに転化させる。この反応式を下記の
（１）式に示す。
【００１７】
　ＣＨ3ＯＣＨ3＋ＣＯ2 →３ＣＯ＋３Ｈ2　…（１）
　（１）式に示すように、この改質反応により、１モルのジメチルエーテルと１モルの二
酸化炭素から、３モルの水素と３モルの一酸化炭素とが生成し、分子数が３倍に増大して
体積膨張が発生することが分かる。また、この改質反応により、発熱量は、ジメチルエー
テル１モル当たり５８kcal増加し、ジメチルエーテルの発熱量が３１８kcal／ｍｏｌであ
ることから、約１８％の熱量増加になる。
【００１８】
　また、（１）式の反応は、ジメチルエーテルを残留させなくても二酸化炭素がほぼ無く
なるまで進行し、従って、反応後の高炉ガスの成分は、実質的に、一酸化炭素と水素と窒
素のみとなり、高炉ガスの発熱量を増加しようとする際には、二酸化炭素を分離・除去す
る必要がなくなるのみならず、水素及び一酸化炭素の含有量が増加し、それに伴って相対
的に窒素濃度が低下することから、水素及び一酸化炭素の分離・回収工程を効率的に行う
ことが可能となる。
【００１９】
　（１）式に示す反応では触媒を用いるが、触媒は、通常、原料ガス中の硫黄分やダスト
による性能の劣化が起こり、しかも、高炉ガスには、ダスト（固体粒子）や硫黄分が含ま
れているので、予め高炉ガスを脱硫処理及びダスト除去処理しておくことが好ましい。因
みに、高炉炉頂から排出された後にダストキャッチャー及びベンチュリースクラバーを通
した後の高炉ガス中には、ダスト分としては、亜鉛、マンガン、鉄などの金属粉のほかに
、炭素粉が最大５ｍｇ／Ｎｍ3程度混合しており、また、硫黄分としては、硫化カルボニ
ル及び硫化水素が最大１００ｍｇ－Ｓ／Ｎｍ3含まれている。脱硫処理やダスト除去処理
の方法は、吸着による硫黄分除去やフィルターによるダスト除去など、慣用の方法を用い
ることができる。
【００２０】
　上記（１）式の反応に用いる触媒の種類は、特に限定されるものではなく、ジメチルエ
ーテルの二酸化炭素による改質反応を行い得る触媒である限り、どのような触媒であって
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も構わない。但し、特に好ましい触媒としては、本発明者等の経験から、銅及びアルミナ
（Ａｌ2Ｏ3）を含有する触媒が挙げられる。
【００２１】
　また、（１）式の反応を行うための反応器としては、流動床式であっても、また固定床
式であってもどちらでもよいが、加熱を効率的に行うことのできる方式が望ましい。効率
的な反応器の１例としては、シェルアンドチューブ方式などがある。また、反応器に供給
する熱源は、２５０～４００℃の反応温度が得られる限り、どのような熱源を使用しても
構わないが、改質費用を下げる観点から、製鉄所で発生する燃焼排ガスなどの排熱を使用
することが好ましい。
【００２２】
　反応条件としては、反応温度が２５０～４００℃の範囲、望ましくは３００～３５０℃
の範囲、圧力が０．０１～０．５ＭＰａの範囲、望ましくは０．０７～０．１５ＭＰａの
範囲、接触時間が０．１～５０ｇ－ｃａｔ・ｈ／ｍｏｌの範囲、望ましくは１０～４０ｇ
－ｃａｔ・ｈ／ｍｏｌの範囲である。
【００２３】
　上記の方法で得られる反応成績は、反応条件による各温度での平衡転化率まで得ること
ができる。例えば、３５０℃での反応であれば、９９．９％の二酸化炭素転化率が得られ
るため、実質的に二酸化炭素をガス中から除去することができる。因みに、二酸化炭素が
２２体積％、一酸化炭素が２２体積％、水素が２体積％、窒素が５４体積％の高炉ガスを
３５０℃で反応させた場合には、改質後のガス組成は、一酸化炭素が４１．９体積％、水
素が３２．４体積％、窒素が２５．７体積％となる。一方、二酸化炭素のみを除去した場
合のガス組成は、一酸化炭素が２８．２体積％、水素が２．６体積％、窒素が６９．２体
積％となる。
【００２４】
　ジメチルエーテルの二酸化炭素による改質が施された後の高炉ガス、つまり二酸化炭素
の除去された改質高炉ガスから、一酸化炭素及び水素を回収する方法は、各種の吸着法、
深冷分離法、膜分離法などの方法を用いることができるが、一酸化炭素、水素、窒素をそ
れぞれ分離し、有用な一酸化炭素及び水素を回収する場合には、吸着法を用いることが好
ましい。また、水素回収を目的とする場合には、膜分離法が最適である。ここで、改質後
の高炉ガスからの一酸化炭素、水素、窒素の分離に費やす動力などのエネルギー源は、省
エネルギー及び二酸化炭素発生量の削減などの観点から、高炉炉体の冷却水、転炉排ガス
の冷却水、加熱炉排ガスなどの製鉄所の排熱から回収したエネルギーを利用することが好
ましい。
【００２５】
　次いで、添付図面を参照して本発明の具体的な実施方法を説明する。図１は、本発明の
実施形態例を示す概略工程図であり、図１において、符合１はダストフィルター、２は脱
硫塔、３は改質反応器、４は吸着分離塔である。
【００２６】
　図１に示すように、高炉から排出された高炉ガスは、先ず、ダストフィルター１に導入
されてガス中に含まれる鉄分などのダストが除去され、次いで、脱硫塔２に導入されてガ
ス中に含まれる硫黄分が除去される。このようにして、ダスト及び硫黄分の除去された高
炉ガスａに、ジメチルエーテル（「ＤＭＥ」とも記す）を添加する。ジメチルエーテルの
添加量は、高炉ガス中の二酸化炭素の当量と同一とするのが最も望ましい。つまり、ジメ
チルエーテルが残留することなく、しかも、高炉ガス中の二酸化炭素の全量がジメチルエ
ーテルと反応するように添加量を設定することが最も望ましい。
【００２７】
　ジメチルエーテルが添加された高炉ガスｂは、ジメチルエーテルと混合しながら、改質
反応器３に供給される。改質反応器３は、シェルアンドチューブ式の反応器であり、チュ
ーブ内に、銅及びアルミナを含有する触媒が充填されている。また、改質反応器３のシェ
ル側には、反応温度を確保するための熱媒体の供給路３ａ及び熱交換した後の熱媒体の排
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出路３ｂが設けられ、供給される熱媒体によって改質反応器３のチューブ内の温度が２５
０～４００℃の範囲に維持されるようになっている。使用する熱媒体としては、前述した
ように、製鉄所で発生する燃焼排ガスなどの排熱を利用することが好ましい。また、改質
反応器３の内部の圧力が０．０１～０．５ＭＰａの範囲、接触時間が０．１～５０ｇ－ｃ
ａｔ・ｈ／ｍｏｌの範囲の範囲になるように、図示せぬポンプや弁によって制御されてい
る。
【００２８】
　改質反応器３において、ジメチルエーテルと二酸化炭素とが混合され、且つ、熱が与え
られることにより、触媒反応が進行し、ジメチルエーテルと二酸化炭素とが、一酸化炭素
と水素とに転化される。
【００２９】
　この改質反応によって二酸化炭素が実質的に除去された改質高炉ガスｃは、吸着分離塔
４に送られる。この場合、改質高炉ガスｃを改質反応器３から吸着分離塔４に直接送る必
要はなく、途中にガスホルダー（図示せず）などを配置して改質高炉ガスｃを一旦貯留す
るようにしてもよい。
【００３０】
　吸着分離塔４に充填される吸着剤としては、一酸化炭素、水素、窒素が或る程度分離さ
れ得る材料であれば何れも利用可能であり、特に指定するものではなく、市販の活性炭や
ゼオライトが使用可能である。また、吸着時の圧力、脱着時の圧力ともに特に指定するも
のではないが、操作の容易性から、吸着圧力は１００～５００ｋＰａ、脱着圧力は５～１
００ｋＰａが好ましい。
【００３１】
　吸着分離塔４に導入された改質高炉ガスｃは、一酸化炭素を主成分とするガスｄ、水素
を主成分とするガスｅ、窒素を主成分とするものの、その他に一酸化炭素及び水素を含む
混合ガスｆに分離される。一酸化炭素を主成分とするガスｄは、純度９９％以上の高純度
ＣＯであり、熱量３０００kcal／Ｎｍ3以上の燃料ガスとして利用可能である他、化学原
料としても有用である。同様に、水素を主成分とするガスｅは、純度９０％以上のＨ2で
ある。吸着分離塔４では、吸着分離塔４へのガス導入及び吸着分離塔４からのガス排出の
操作を繰り返し実施する。
【００３２】
　このように、本発明によれば、二酸化炭素を含有する混合ガス中の二酸化炭素とジメチ
ルエーテルとを反応させて一酸化炭素と水素とに転化するので、改質後の混合ガス中の二
酸化炭素を実質的に除去することができるとともに、改質後の混合ガス中の一酸化炭素濃
度及び水素濃度を高め、且つ、窒素濃度を低下することができるので、混合ガスから二酸
化炭素を分離する工程を必要とせずに、改質した混合ガスから、有用成分である一酸化炭
素及び水素を高回収率且つ効率的に分離・回収することが可能となる。
【実施例１】
【００３３】
　図１に示す装置及び工程で、高炉ガスの分離を行った。吸着分離塔における吸着剤とし
ては、ゼオライトを使用し、改質反応器には、銅及びアルミナを含有する触媒を充填させ
た。この触媒は、以下の手順により作製した。
【００３４】
　硝酸銅（Ｃｕ（ＮＯ3）2・３Ｈ2Ｏ）７．４０ｋｇ、硝酸亜鉛（Ｚｎ（ＮＯ3）2・６Ｈ2

Ｏ）４．６８ｋｇ、及び硝酸アルミニウム（Ａｌ（ＮＯ3）3・９Ｈ2Ｏ）２．０８ｋｇを
イオン交換水約２０Ｌに溶解した水溶液と、炭酸ナトリウム（Ｎａ2ＣＯ3）約８ｋｇをイ
オン交換水約２０Ｌに溶解した水溶液とを、約６０℃に保温したイオン交換水約５０Ｌの
入ったステンレス製容器中に、ｐＨが７．０±０．５に保持されるように調整しながら、
約２時間費やして滴下した。滴下終了後、そのまま約１時間熟成させた。次に、生成した
沈殿を濾過した後、イオン交換水で洗浄した。得られたケーキを１２０℃で２４時間乾燥
した後、更に空気中で３５０℃の温度で３時間焼成した。焼成後、１００μｍ以下まで粉
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砕して、銅含有粉体を得た。この銅含有粉体に対して、粒径２０μｍのγ－アルミナを質
量比が２対１になるように混合し、この混合粉体を径３ｍｍ、高さ３ｍｍのタブレット状
に圧縮成型し、これを触媒とした。
【００３５】
　使用した高炉ガスの組成は、二酸化炭素が２２体積％、一酸化炭素が２２体積％、水素
が２体積％、窒素が５４体積％であり、３．８Ｎｍ3／ｈｒの高炉ガスの改質反応器への
供給流量に対し、０．８４Ｎｍ3／ｈｒの流量でジメチルエーテルを供給し、反応温度を
３５０℃としてジメチルエーテルの二酸化炭素による改質反応を行った。この改質反応に
より、改質反応器の出側では、一酸化炭素が４１．９体積％、水素が３２．４体積％、窒
素が２５．７体積％のガスが得られた。
【００３６】
　このガスを吸着分離塔に導入し、一酸化炭素を主体とするガスと、水素を主体とするガ
スと、窒素を主体とするガスの３種類に分離した（本発明例）。この場合、一酸化炭素を
主体とするガスは、ガス中の一酸化炭素濃度が９９．５体積％以上となり、また、水素を
主体とするガスは、ガス中の水素濃度が９０体積％以上になるように、吸着分離塔の運転
条件を設定した。
【００３７】
　その結果、吸着分離塔により分離・回収された一酸化炭素を主体とするガスの一酸化炭
素濃度は９９．５体積％で、一酸化炭素の回収率は９０％であった。また、水素を主体と
するガスの水素濃度は９０体積％であり、水素の回収率は８０％であった。ここで、一酸
化炭素及び水素の回収率とは、吸着分離塔へ導入した一酸化炭素或いは水素の導入量に対
する、回収した一酸化炭素または水素の回収量の百分率表示の比率である。
【００３８】
　また、比較のために、高炉ガスから二酸化炭素を分離除去したガスを用い、このガスを
吸着分離塔に導入し、一酸化炭素を主体とするガスと、水素を主体とするガスと、窒素を
主体とするガスの３種類に分離する試験も実施した（比較例）。因みに、高炉ガスから二
酸化炭素を分離除去したガスの組成は、一酸化炭素が２８．２体積％、水素が２．６体積
％、窒素が６９．２体積％である。
【００３９】
　この予め二酸化炭素を分離・除去したガスから、吸着分離塔により分離・回収された一
酸化炭素を主体とするガスの一酸化炭素濃度は９９．５体積％で、一酸化炭素の回収率は
８０％となり、また、水素を主体とするガスの水素濃度は９０体積％で、水素の回収率は
３０％であった。
【００４０】
　このように、本発明によれば、高炉ガスから、一酸化炭素及び水素を高回収率で回収で
きることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施形態例を示す概略工程図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　ダストフィルター
　２　脱硫塔
　３　改質反応器
　４　吸着分離塔
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